
◎佐賀県条例第22号

佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例等の一部を改正する条例

（佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部改正）

第１条 佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例（平成14年佐賀県条例第45号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

（佐賀県特別会計設置条例の一部改正）

第２条 佐賀県特別会計設置条例（昭和39年佐賀県条例第15号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

（設置）

第１条 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」とい

う。）第68条の３の規定に基づき、佐賀県国民健康保険広域化等

支援基金（以下「基金」という。）を設置する。

（処分）

第６条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算

の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができ

る。

(1)・(2) 略

(3) 法第68条の２第１項の広域化等支援方針（以下「広域化等

支援方針」という。）の作成及び広域化等支援方針に定める施

策の実施に必要な経費

（設置）

第１条 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律（平成27年法律第31号）による改正前の

国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「旧法」という。）

第68条の３の規定に基づき、佐賀県国民健康保険広域化等支援基

金（以下「基金」という。）を設置する。

（処分）

第６条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算

の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができ

る。

(1)・(2) 略

(3) 旧法第68条の２第１項の広域化等支援方針（以下「広域化

等支援方針」という。）の作成及び広域化等支援方針に定める

施策の実施に必要な経費

改正前 改正後

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定により、

次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業を行うために設

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定により、

次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業を行うために設
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（佐賀県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正）

第３条 佐賀県国民健康保険財政安定化基金条例（平成28年佐賀県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

置する。

(1)～(15) 略

置する。

(1)～(15) 略

(16) 佐賀県国民健康保険事業特別会計 佐賀県国民健康保険事

業

改正前 改正後

（設置）

第１条 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律（平成27年法律第31号）による改正後の

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第81条の２第１項の規

定に基づき、佐賀県国民健康保険財政安定化基金（以下「基金」

という｡）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下

「予算」という｡）で定める。

第３条・第４条 略

（趣旨）

第１条 この条例は、国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以

下「法」という｡）第81条の２第１項の規定に基づき設置する佐

賀県国民健康保険財政安定化基金（以下「基金」という｡）の運

営に関し、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政

令（昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という｡）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語は、法及び算定法令で使用する用

語の例による。

（積立て）

第３条 基金として積み立てる額は、佐賀県国民健康保険事業特別

会計歳入歳出予算（以下「予算」という｡）で定める。

第４条・第５条 略

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し

の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に

繰り替えて運用することができる。
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改正前 改正後

（処分）

第７条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算

の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができ

る。

(1) 法第81条の２第１項各号に掲げる事業に要する経費

(2) 法第81条の２第２項の規定による佐賀県国民健康保険事業

特別会計への繰入れに要する経費

（償還）

第８条 法第81条の２第１項第１号の規定に基づき貸付けを受けた

市町は、貸付けを受けた会計年度の翌々年度以降知事が別に定め

るところにより償還期限までに償還しなければならない。

２ 償還された貸付金は、予算の定めるところにより、基金に積み

立てるものとする。

３ 市町は、償還期限までに償還金の納付を行わなかったときは、

その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計

算した額の延滞金を県に納付しなければならない。

（償還期限の延長）

第９条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸

付けを行う年度の初日の属する年の７年後の年の４月１日の属す

る年度の末日まで貸付金の償還期限を延長することができる。

（繰上償還）

第10条 知事は、貸付けを受けた市町が知事の定める貸付けの条件

に違反したときは、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさ

せることができる。

２ 貸付けを受けた市町は、第８条第１項の規定にかかわらず、貸

付金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。

（財政安定化基金による交付事業）
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改正前 改正後

（補則）

第11条 基金事業交付金の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収

納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき次に掲げ

る特別の事情があると認められる収納不足市町に対して行うもの

とする。

(1) 多数の被保険者が災害によりその生活基盤に著しい被害を

受けたこと。

(2) 企業の倒産、主要な生産物の価格の低下等により地域の産

業を取り巻く社会経済状況が著しく悪化したこと。

(3) 前２号に準ずる特別の事情として知事が認める事情が生じ

たこと。

（財政安定化基金拠出金）

第12条 知事は、基金事業交付金の交付を行った年度（次項におい

て「交付年度」という。）の翌々年度において市町から財政安定

化基金拠出金を徴収する。ただし、当該翌々年度において当該市

町から徴収することが困難であると認められる場合にあっては、

この限りでない。

２ 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額は、

各市町につき、交付年度における財政安定化基金拠出金の額の総

額に交付年度における算定政令第９条第１項第３号に掲げる数を

乗じて得た額とする。

３ 知事は、前項の規定により各市町の財政安定化基金拠出金の額

を算定した場合には、各市町に対して財政安定化基金拠出金の額

及び拠出期限その他必要な事項を通知するものとする。

４ 市町は、拠出期限までに財政安定化基金拠出金の納付を行わな

かったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセ

ントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。

（補則）
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附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。

改正前 改正後

第５条 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

第13条 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（処分の特例）

２ 知事は、平成30年４月１日から平成36年３月31日までの間、第

７条の規定にかかわらず、法附則第25条の規定に基づく交付を行

うために要する経費の財源に充てる場合は、予算の定めるところ

により、基金の全部又は一部を処分することができる。
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